
マイナンバーカードと保険証の一体化（保険証の廃止）

■マイナ保険証を持っていない方は

令和6年12月2日の保険証廃止後、マイナ保険証の利用登録がない方及びマイナンバーカー
ドを取得していない方には申請によらず「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を
医療機関等に提示することで、これまで通り保険診療を受けることができます。

今後の対応

令和6年7月中旬頃
【一斉更新】

全ての加入者の保険証更新
有効期間：令和6年8月1日～令和7年7月31日（有効期間内は使用できます）

令和6年12月2日～
（保険証の廃止）
※令和7年7月31日までの経過措
置

紛失等による再発行を含め、新たな保険証は交付されません
【新規で国保加入、70歳到達者】
・マイナ保険証利用登録なし、70歳以上・・・「資格確認書」を交付
・マイナ保険証利用登録あり、70歳未満・・・「資格情報のお知らせ」を交付
※有効期限は令和7年7月31日

令和7年7月中旬頃
【一斉更新】

・マイナ保険証利用登録なし、要配慮者・・・職権にて「資格確認書」を交付
・マイナ保険証利用登録あり・・・「資格情報のお知らせ」を交付
※資格確認書を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録を解除または要配慮
者であることの申出が必要

※後期高齢者医療保険・・・全ての加入者に「資格確認書」を交付（～令和7年7月31日）

75歳到達や転居に伴う加入手続きが省略されているため、本人が認識しないまま現行の保険証の有効期限が切れ、マ
イナ保険証のみになるケースが想定されるため。またデジタルに不慣れなため一定期間の猶予を要するため。
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マイナ保険証
なし

資格確認書

職権交付（申請必要なし）

あり

70歳以上

資格確認書

職権交付（申請必要なし）

70歳未満

資格確認書

マイナ保険証登録解除
要配慮者であることの申出

資格情報のお知らせ

R6.12.2以降も以前に発行され
ている被保険者証は有効期限
（R7.7.31）まで使用可能

資格確認書等の取り扱いについて

あり
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